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１ 

「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」策定スケジュール（案） 

 
時期 会議等 内容 

平成26年１月23日 保健福祉部会 ・ 実態調査結果報告（単純集計・速報版） 

・ 計画の枠組み、課題整理 

１月28日 介護保険部会 ・ 実態調査結果報告（単純集計・速報版） 

・ 計画の枠組み、課題整理 

３月31日 高齢者福祉専門分科会 

（親会） 

・ 実態調査結果報告 

・ 計画の枠組み、課題整理 

３～７月 各作業チーム会議（庁内） ・ 計画（素案）に向けた検討 

４月 施策連絡会議（庁内） ・ 実態調査結果報告 

・ 計画（素案）の枠組み 

６～７月 保健福祉部会 

介護保険部会 

・ 計画素案（総論・重点課題の検討） 

８～９月 保健福祉部会 

介護保険部会 

・ 計画素案（具体的取組みの検討） 

・ 計画目標数値の見込み 

９～10月 高齢者福祉専門分科会 

（親会） 

・ 計画素案の検討 

10月 施策連絡会議（庁内） ・ 計画素案の検討 

11月 高齢者福祉専門分科会 

（親会） 

・ 計画素案の策定 

・ パブリック・コメント実施について 

11末～12月 

 

パブリック・コメント  

平成27年１～２月  (国)介護保険制度改正の詳細内容の提示 

２月 保健福祉部会 

介護保険部会 

・ パブリック・コメント結果報告 

・ 計画案の検討 

・ 介護保険給付にかかる費用見込みの算出、

保険料の算出 

３月 高齢者福祉専門分科会 

（親会） 

・ 計画案の策定 

２～３月  （府・国）協議 

 大阪市会（予算市会） ・ 計画確定 

３月末 プレス発表、議員回り  

４月１日 計画公表（ホームページ等）  
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高齢者保健福祉
その他高齢者施
策の推進に必要
と認められる事
項に関すること

介護保険事業の
円滑な実施に必
要と認められる
事項に関するこ
と

福祉局長、健康局長
福祉局高齢者施策部長
健康局健康推進部長
高齢者施策に関係する担当課長

高齢者施策連絡会議（庁内）

大阪市社会福祉審議会

高齢者福祉専門分科会

（親会）

保健福祉部会 介護保険部会

高齢者施策連絡会議作業チーム

報
告

指
示

提案

意見

日常生活支援事

業
多様な住まい方

自主的活動の推

進・介護予防

認知症高齢者

・権利擁護

地域包括ケア

の推進

メンバー メンバー メンバー メンバー メンバー

･在宅医療・介護
連携の推進
･地域ケア会議の
推進
･生活支援サービ
スの充実・強化
･地域包括支援セ
ンターの機能強
化
･ひとり暮らしな
どの高齢者支援

･認知症高齢者施
策の推進
･虐待防止につい
て

･生きがいづくり
･市民活動支援
･社会参加の促進
･介護予防の推進
･壮年期からの健
康づくり

･高齢者の多様な
住まい方の支援
･施設・居住系
サービスの推進
について
･高齢者の住まい
の指導体制

･新しい総合事業
･予防給付の見直
し

高齢福祉課
介護保険課
地域福祉課
健康施策課
幹事区

高齢福祉課
地域福祉課
介護保険課
弘済院
こころの健康Ｃ
幹事区

いきがい課
地域福祉課
高齢福祉課(介護
予防)
健康づくり課
市民局
教育委員会事務
局
幹事区

高齢施設課
高齢福祉課
介護保険課
都市整備局
都市計画局
幹事区

高齢福祉課(介護
予防)
介護保険課
高齢福祉課
高齢施設課
地域福祉課
幹事区

各区（取り組み）

連

携

2



（第３回　高齢者福祉専門分科会　平成26年３月31日開催　資料）

次期大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の枠組み（イメージ図）（案）

【高齢者を取り巻く現状】

・大阪府保健医療計画（平成25年度～29年度）

・「認知症施策推進５カ年計画（オレンジプラン）」（平成24年９月）

・「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論

点」 （平成25年３月）

・第６期介護保険事業（支援）計画の策定準備及び地域支援事業の見直しに係る会議資料

（平成22年10月）

・社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」（平成25年12月）

・「介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会」

（平成25年１月）

（実態調査結果）

（全国的な動向・背景）（高齢化の現状）
・推計人口 平成25年 高齢者人口 643,232人（24.0％）

（※前回計画策定時 平成23年 22.6％）

・国勢調査 平成22年 ひとり暮らし高齢者 41.1％

高齢者夫婦世帯 25.5％

・認知症高齢者 平成25年11月末 60,534人

（※前回計画策定時 平成23年54,736人）

【整合性を図る他の計画】

・大阪市総合計画（2006年～2015年）

・大阪市地域福祉推進指針

・大阪市障がい者支援計画

・大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次）」

・大阪市外国籍住民施策基本方針

・大阪市男女共同参画基本計画（改訂）

・生涯学習大阪計画

・大阪市生涯スポーツ振興計画

・第２次大阪市食育推進計画

・大阪市地域防災計画

ｅｔｃ．

計画の策定にあたっては、本市の各種計画との整合性を保ったものとする

計画期間 平成２７年度～２９年度

・高齢者及びその家族のニーズ等の把握のため、高齢者本人、その家族、介護支援

専門員、高齢者施設を対象に、調査を実施（平成25年10月実施）。

【高齢者施策の基本的な考え方】

高齢者一人ひとりが住み慣れた地域で自立した生活を安心して営み、長寿化した人生を健康でいきいきと豊かに尊厳をもって暮らすことのできる社会の実現を目指す

基本方針

（１）健康でいきいきとした豊かな生活の実現 （２）個々人の意思を尊重した生活の実現 （３）安全で快適な生活環境の実現 （４）利用者本位のサービス提供の実現

【次期計画における重点的な課題と取組み】

１．高齢者の地域包括ケアの推進
○在宅医療・介護連携の推進

○地域ケア会議の推進

３．自主的活動の推進・介護予防
○生きがいづくり

○市民活動支援

○社会参加の促進

【地域包括ケアシステムの構築】

2025年に向け、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の
最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される

地域包括ケアシステムの実現に向け必要な施策を進める。

１ 高齢者の地域包括ケアの推進
ア 地域包括支援センターの充実
・ 地域包括支援ｾﾝﾀｰの充実・強化を図り、増設を推進。
イ 地域における住民相互の見守りネットワークの充実と生活支援サービス
・ひとり暮らし高齢者等支援のため、地域ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会等による取組みを推進し、保健・医療・福祉
ﾈｯﾄﾜｰｸ推進員の活性化を図る。
・災害時要援護者を支援する仕組みを充実させるための方策を検討。

３ 市民による自主的活動への支援と介護予防・健康づくり
(１) 地域活動への参画支援と高齢者の生きがいづくり

ア 高齢者の経験や知識を活かし地域活動に参画していくための支援

・地域活動参加への仕組みや受け皿づくり、地域の介護・福祉の担い手としての養成を推進。

イ 生きがいづくり支援のための基盤整備

・生涯ｽﾎﾟｰﾂや生涯学習を推進するとともにﾆｰｽﾞに応じた就労機会提供に努める。

・老人福祉ｾﾝﾀｰや老人ｸﾗﾌﾞなどの組織が連携を図り、生きがいづくり活動の機会提供等を行う。

【現行計画（H24～26）における重点的な課題と取り組み】

○生活支援サービスの充実・強化

○地域包括支援センターの機能強化

○ひとり暮らしなどの高齢者支援

２．認知症高齢者支援と権利擁護施策の推進
○認知症高齢者支援

○権利擁護施策の推進

○社会参加の促進

○介護予防の推進

○壮年期からの健康づくり

４．高齢者の多様な住まい方の支援
○多様な住まい方の支援

○施設・居住系サービスの推進について

○高齢者の住まいの指導体制

ウ 高齢者の地域生活を支えるための保健・医療・福祉の連携
・地域包括支援ｾﾝﾀｰにおいて地区医師会等関係機関との連携協働に向け、医療・介護関係者へ
の働きかけを推進。
・難病や在宅緩和ｹｱ等のため訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝや医療機関を中心に在宅療養支援。
・介護保険施設等における健康管理や緊急時対応、看取りのため、医療・介護が連携し適切なｻｰﾋﾞ
ｽが提供される体制づくりに努める。

２ 認知症高齢者支援と高齢者の権利擁護施策の推進
（１）認知症高齢者支援

ア 認知症になっても安心して暮らせるまちづくり

・地域社会全体が認知症に関する知識や理解を深めるため啓発活動を推進。

・「認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ」を平成26年度までに８万人養成し「ｷｬﾗﾊﾞﾝ・ﾒｲﾄ」の活動支援・組織化等推進。

イ 認知症の早期発見、早期対応のしくみづくり

・市民及び専門職に対し様々な啓発を実施し、医療・介護職等の緊密な連携により早期受診、早期

診断・治療の仕組みを構築するため、かかりつけ医と地域包括支援ｾﾝﾀｰ中心に多職種連携ﾈｯﾄﾜｰ

ｸの維持定着・発展に努める。

・老人福祉ｾﾝﾀｰや老人ｸﾗﾌﾞなどの組織が連携を図り、生きがいづくり活動の機会提供等を行う。

(２) ボランティア・ＮＰＯ等の市民活動支援

ア ボランティア・ＮＰＯ等の市民活動支援と協働

・情報発信や相談業務を実施するとともに各種基金を活用して団体の活動を助成。

イ 高齢者によるボランティア活動の推進

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講師として高齢者を生涯学習ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰﾊﾞﾝｸに登録し、指導者層の充実を図る。

(３) 介護予防・健康づくり

○介護予防事業

ア 「はつらつシニア」（旧特定高齢者）への支援

・地域特性に応じた介護予防活動実践ができるよう研修や実地指導等を通じ支援。

・地域の関係機関や、健康づくり関連自主ｸﾞﾙｰﾌﾟ等と連携を図り事業を推進。

イ すべての高齢者への支援

・検診の受診勧奨、正しい知識の普及啓発。健康づくりの活動ｸﾞﾙｰﾌﾟの育成支援。

○健康づくり

ア 生活習慣病の予防

・特定健康診査受診率向上、健康講座等開催や訪問指導事業等による個別支援。

イ がんの早期発見

・広報や普及啓発、健康教育や健康講座開催等、受診率向上に取組む。

○地域支援事業の充実

①在宅医療・介護連携の推進

②認知症施策の推進

③地域ケア会議の推進

④生活支援サービスの充実・強化

○低所得者の保険料の軽減割合を拡大

①地域包括ケアシステムの構築 ②費用負担の公平化

【サービスの充実】

【重点化・効率化】

①予防給付（訪問介護・通所介護）の多様化

②特養入所を、原則、要介護３以上に限定

【低所得者の保険料軽減の拡

【重点化・効率化】

①一定以上所得のある利用者の自己負担を

引上げ

②「補足給付」の要件に資産などを追加

【国の動向（介護保険制度に見直しに関する意見）】

・ｻﾎﾟｰﾄ医養成、かかりつけ医の啓発、医療機関相互のﾈｯﾄﾜｰｸ維持定着・発展。

・地域包括支援ｾﾝﾀｰ・区・弘済院等の相談機能充実・情報共有・発信機能強化。

・介護保険等ｻｰﾋﾞｽ提供に努め、認知症ｹｱにあたる人材を育成。

ウ 認知症にかかるサービスの質の向上

・高齢者と異なる課題がある若年認知症対策を検討。

・弘済院で早期発見・専門医療・合併症医療の提供を行い、困難症例への対応や大阪市立大学医

学部等と連携し新しい認知症介護モデル構築に努める。

(２) 権利擁護施策の推進
ア 高齢者虐待防止への取組みの充実

・地域住民へ高齢者虐待の知識・理解の普及、啓発や通報窓口の周知。

・関係機関等の情報共有、専門性の向上と連携強化を図る。

・介護家族の介護負担等の軽減を図るため相談や支援を行う。

イ 権利擁護施策や日常生活支援施策の推進

・あんしんさぽーと事業において、相談員による福祉サービスの利用援助や生活支援員による金銭

管理等、ニーズに合わせた事業運営を行う。

・市民後見人の養成や活動支援を行い、成年後見制度の担い手の裾野を広げる。

４ 高齢者の多様な住まい方の支援
ア 多様な住まい方の支援
・見守り支援や介護保険サービスの提供等住まいに応じた生活支援体制を構築。
・大阪市立住まい情報センターで住宅相談を含めた情報提供を行う。
イ 高齢者の居住の安定に向けた支援
・【市営住宅】高齢者世帯向け住宅の入居者募集等、高齢化対応を推進。
・【民間住宅】大阪あんしん賃貸支援事業の実施、高齢者の民間賃貸住宅への入居支援。
・身体機能の低下に対応するため住宅改修に対する支援を行う。
ウ 施設・居住系サービスの推進
○介護老人福祉施設（地域密着型を含む特別養護老人ホーム）
・社会福祉法人に整備補助を行い施設整備を進める。在宅に近い環境で生活ができるよう、個
室・ユニット型での整備を行う。地域密着型介護老人福祉施設はｻﾃﾗｲﾄ型を基本に整備。
○介護老人保健施設
・個室・ﾕﾆｯﾄ型施設整備を基本とするが従来型の整備（改修含む）も可能とする。
○介護療養型医療施設
・介護療養病床転換期限が平成23年度末から６年間延長。新設は認めない。
○認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）
・事業者参入促進に努める。
○特定施設入居者生活介護（地域密着型を含む有料老人ホームなど）
・特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ目標量拡大、新規参入促進と指定・指導を行う。

②「補足給付」の要件に資産などを追加
・特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ目標量拡大、新規参入促進と指定・指導を行う。
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